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2009年6月15日
全国保険医団体連合会
経営税務部長　三田 温

いま、「社会保障」のためという理由で、政財界から消費税の増税が主張されて

います。しかし、これ以上の消費税の増税は、現在の景気悪化の下では、景気の

回復に水をさし、国民生活・日本経済を一層疲弊させることになりかねません。

むしろイギリスでは、付加価値税の最高税率を2.5％引き下げた結果、小売の売り

上げが上昇し内需の下支えをしています。EUでも、不況対策として各国に消費税

の引下げを認める提案をしています。日本でも、食糧品をはじめとした生活必需

品のゼロ税率を含めて、本則税率を引き下げることによって、内需を拡大するべ

きです。

また、消費税が医療機関に対して及ぼす影響は深刻です。医療機関では、保険

診療収入が「非課税」措置のため、仕入れにかかる消費税支出を他に転嫁できませ

ん。最終的に医療機関が負担し、「損税」が発生する仕組みになっています。

保団連は、一貫して応能負担である直接税中心の総合・累進課税、生活費非課

税などの民主的税制の確立のために活動してきました。

この間、消費税の増税の中止と、医療へのゼロ税率の適用、の2点を中心に運

動にとりくんできました。

いま、国民全体の所得は下がり続けているうえ、増税や国保などの負担が庶民

に重くのしかかってきています。

患者さんの負担軽減、医療機関の損税の解消のためにも、以下の要望を実現す

る運動にとりくんでいます。

皆様の運動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

●消費税を減税すること

●医療への消費税非課税制度を、ゼロ税率に改めること。

●当面、特定健診・保健指導、乳幼児健診、予防接種を消費税の
課税対象から外すこと。

ただちに消費税を減税し、医療への「ゼロ
税率」の適用を求める運動にご協力を
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医療機関と消費税

消費税の仕組み

消費税とは、原則としてすべての商品の販売、サービスの提供などの取引

に課税され、その税金は消費者が負担しますが、納税は事業者が行います。

事業者は、課税対象の売上に対して消費税額を徴収し、その税額から課税

対象の仕入れ等にかかる税額を差し引き納税します。それはその税額が前段

階の事業者によって納税されているためです。

生産から流通に至る過程で、二重、三重に消費税が課されないようにする

ためです。

3

●消費税の負担と納付の流れ●

※消費税と地方消費税を合わせた税率（5％）で計算しています。（単位：円）

医療機関と消費税

1

原材料製造業者
（生産業者）

申告・納付

取 引

▼

仕入れ 20,000

消費税① 1,000

完成品製造業者

申告・納付
▼

▼ 仕入れ 50,000

消費税② 2,500

卸売業者

申告・納付
▼

▼ 仕入れ 70,000

消費税③ 3,500

小売業者

申告・納付
▼

支払総額 105,000

消 費 者

売上げ 50,000

消費税② 2,500

売上げ 70,000

消費税③ 3,500

売上げ 100,000

消費税④ 5,000

▼

▼

売上げ 20,000

消費税① 1,000

納付税額Ａ

① 1,000

納付税額Ｂ

②-①1,500

納付税額Ｃ

③-②1,000

納付税額Ｄ

④-③1,500

消費者が負担した
消費税 5,000

各事業者が個別に
納付した消費税

Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄの合計

5,000

消費税

1

申告・納付 申告・納付 申告・納付 申告・納付
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消費税の種類

4

22

消費税法上、消費税には「課税取引」「非課税取引」「不課税取引」「免税

取引」があります。

①不課税取引…もともと消費税の対象外になっているもの

②非課税取引…課税対象であるが、政策的配慮や課税対象になじまないものと

して非課税とされたもの

③免税取引…「輸出取引」に該当するときは、消費税が免除されるため、実質

ゼロ税率となり、輸出品の仕入れ等にかかった消費税が還付さ

れることになります。

資

産

の

譲

渡
・
取

引

課 税 取 引

非

課

税

取

引

免 税 取 引

不 課 税 取 引

６　社会保険医療の給付など
７　①介護保険法に基づく居宅サービスなど
②社会福祉事業など

８　お産費用など
９　埋葬料、火葬料
10 身体障害者用物品の譲渡、貸付など
11 一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費など
12 教科用図書の譲渡
13 住宅の貸付

１　土地の譲渡、貸付など
２　社債、株式等の譲渡、支払手段の譲渡など
３　利子、保証料、保険料など
４　①郵便切手、印紙などの譲渡
②商品券、プリペイドカードなどの譲渡

５　①住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
②国際郵便為替、外国為替など

事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付及び役務の提供

税の性格から課税対
象とすることになじ
まないもの

社会政策的な配慮に
基づくもの

労働の対価である給与、保険金、株式の配当金、出資配当金、寄付金、
租税公課、減価償却費、事業者でないものが行う譲渡、贈与

輸出取引

●消費税の課税取引・非課税取引・不課税取引の一覧●
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医療機関と消費税

5

◆医療が「非課税」の理由

医療が国民の生命や健康に直接かかわるものであり、社会政策的配慮から

みて、課税することが適当でないとされているためです。

◆医療機関の矛盾

診療に必要な医療機器や設備、医院用建物などを購入した際、5％の消費

税を支払います。しかし、医療は非課税のため、患者さんには消費税は負担

していただいていません。医療機関が負担しています。これが「損税」とな

ります。

保険診療は、各医療機関が任意に価格設定をできない公定価格です。しか

し、各医療機関や診療科目によって消費税の負担も異なります。この「損税」

の発生は医療機関の経営にとって、大きな負担となっています。

33

●会員の6割がゼロ税率を要求●

「2008年度開業医の実態・意識基礎調査」結果より「医療にかかる消費税について」

「ゼロ税率」を
適用すべき

現状でよい 課税するが
軽減税率に
すべき

課税にして
全額患者負担に

すべき

その他

70.0

61.0 60.3

15.7
18.7

10.6 10.1
6.9

5.1
2.3 2.7 3.4 3.1

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0

無回答

医科

歯科
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医療への「ゼロ税率」の適用を

消費税「損税」の解消のために、消費税の導入以来、一貫して保団連は、

保険診療については現行の非課税制度ではなく、真の非課税制度＝「ゼロ税

率」とすることを要求しています。

保団連が求めている医療への「ゼロ税率」とは、医業の公益性と社会保障

の観点から医療にかかる消費税の免除を求め、医療機関が仕入れた段階で支

払った消費税は税務署に申告し、還付を受けることです。

6

44

●ゼロ税率の場合（単位：円）●

取 引
仕入れ 700

消費税② 35

医療機関

支払総額 1,000

患 者 等

売上げ 1,000

消費税③ 0

▼

③－②＝△35

となり、この金額は還付される。

仕入れ 500

消費税① 25

卸売業者

▼

納付税額Ｂ

②－① 10

製造業

納付税額Ａ

① 25
消費税

患者が負担した
消費税

0

▼

売上げ 700

消費税② 35

売上げ 500

消費税① 25

厚生労働省はこの仕入れにかかる消費税分を「総売り上げの1.53％と計算し、保険診
療に上乗せした」と主張しています。
しかし、２年に１度の診療報酬点数制度の見直しごとにマイナス改定や点数の包括

化などで、上乗せ分はどんどんと削減され、いまでは厚生労働省自らが上乗せ分の説
明が出来ない事態に陥っています。現在のようにすべての医療機関に一律1.53％を上乗
せする制度は個々の医療機関の事情を無視しています。
もし、厚労省の言っているように1.53％上乗せされていると考えると、患者さんは

1.53％分の消費税を支払っていることになり、「保険診療は非課税」にも矛盾します。
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軽減税率 患者さんの負担増

日本医師会などは、「ゼロ税率」要求とともに「軽減税率」を要求していま

す。軽減税率とは消費税が今後仮に10％になった場合、医療は５％とか７％

にするなど税率を軽減することです。

確かに「軽減税率」でも医療機関の消費税損税は解消されますが、患者さ

んの窓口負担は増加します。日本における患者さんの窓口負担は他の先進国

と比べて非常に高いのが現状です。これ以上の窓口負担増は何としても避け

なければなりません。

また、「損税」が存在するからといって、医療機関みずからが「軽減税率」

を積極的に要求するのは間違っていると考えます。政府に「医療機関からの

要求で、保険診療を課税にしました」と揚げ足をとられる危険性があります。

「保険診療に消費税がかからない制度」も守らねばなりません。

保団連が求めているゼロ税率適用は、患者負担増はなく、病医院も還付請

求すると「損税」も解消されるもので、軽減税率とはまったく意味が違うも

のです。ゼロ税率こそが、患者さんと医療機関にとって、適切な解決策です。

7

55

●標準税率10％・軽減税率5％の場合（単位：円）●

取 引
仕入れ 700

消費税② 70

医療機関

支払総額 1,050

患 者 等

売上げ 1,000

消費税③ 50

▼

納付税額Ｃ
患者が負担する金額に5％課税される
③－②＝△20となり、この金額は還付される。

仕入れ 500

消費税① 50

卸売業者

▼

納付税額Ｂ

②－① 20

製造業

納付税額Ａ

① 50
消費税

患者が負担した
消費税

50

▼

売上げ 700

消費税② 70

売上げ 500

消費税① 50
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8

消費税「ゼロ税率」運動の広がり

これ以上の消費税アップは「医療機関を『消費税倒産』させる」と指摘する

専門家もいます。税率がアップされた場合、医療機関の損害は深刻です。こ

の解消のためには、現行の非課税制度ではなく、ゼロ税率課税制度を実現す

べきです。

医療への「ゼロ税率」を要求した始まりは保団連の運動からでした。その

数年後、日本医師会も「ゼロ税率」を要求するようになりました。それから

かなり遅れて、日本歯科医師会と日本薬剤師会も「ゼロ税率」要求を採用し、

現在では医療界の一致した要求になっています。

また、保団連では、「医療にゼロ税率を」の要求から、「生活必需品もゼロ

税率を」とウイングを広げて運動を進めています。労働組合や業者団体など

も「食料品にゼロ税率を」の要求を掲げています。

このように道理ある要求運動を実践すれば、他団体の賛同も得られ、私た

ちの要求が医療界全体の要求になり、国の医療政策にもなりうることを示し

ています。

66

医療に対する
  非課税制度を
ゼロ税率制度に！

ただちに
  消費税の減税を！
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9

消費税導入20年。
どんどん悪くなった医療・社会保障

「福祉のため」「高齢化のため」を理由に、1989年４月１日に消費税が導入

されて丸20年。しかし、この間医療、福祉はよくなるどころか、悪くなるば

かりです。「福祉のため」とはまったくのごまかしだったことは明らかです。

●どんどん悪くなった医療・社会保障●

障害者福祉の自己負担 自立支援法実施で
定率１割応益負担

11

消費税は社会保障の財源にはふさわしくない消費税は社会保障の財源にはふさわしくない

●世界的に突出した日本の窓口負担率●

（出所）厚労省調査より作成

15.4％

18.3％

11.7％

6.0％

3.0％

2.0％イギリス
（98年）

スウェーデン
（99年）

フランス
（96年）

日　　本
（03年）

日　　本
（98年）

ドイツ
（97年）

公的医療保険制度における患者負担の割合

介護保険導入で保険料徴収 4,300円
（全国平均）

厚生年金の支給開始年齢 65歳

国民年金保険料（月額） 14,410円

老人医療自己負担 1割または3割／
毎回（外来）

健保本人の医療費自己負担率 3割

消費税導入前
1988年

現在
2008年

「高齢化社会のためと言われ、われわれ税調もそう説明したが、本当はああ言えば

一般の人にわかりやすかったから」 （元政府税制調査会会長・加藤寛氏）

９割の人は無料
（応能負担）

０円

60歳

7,700円

400円／月
（外来）

１割
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10

消費税は何に使われたか

消費税が導入されて以来、国民が払った消費税は213兆円です。一方、同じ

くこの20年間企業が納めた法人3税は182兆円の減税となっています。消費

税が導入されて以降、法人税率を約10％減税してきたからです。また、所得

税の最高税率の引き下げや株の譲渡や配当への減税もおこなわれてきました。

消費税は、法人税、所得税の減税分に消えてしまい、社会保障費にまわら

なかったのが現実です。

●消費税収と法人税収の減収額の比較●

注）法人３税＝法人税、法人住民税、法人事業税
07年度までは決算・決算見込み額、08年度は予算額

（出所）財務省・総務省資料から作成

1989 95 2000 05 09（年度）

15

12

9

6

3

0

0

-3

-6

-9

-12

-15

（兆円）
3％

42％

37.5％
34.5％

30％

40％

5％

基本税率引き下げ法人税

税率引き上げ消費税

消費税の税収 213兆円

法人3税の減収 182兆円
（1989年度比）

22

医療と消費税・下版＿CK  09.6.17 17:54  ページ 10



11

消費税は公平？

消費税は、「多く消費するほど多く負担するのだから公平」「広く薄く負担

するので公平」などといわれます。しかし、消費額ではなく、収入や所得を

基準に考えれば、消費税は、その負担が低所得者ほど重く、高額所得者ほど

軽い逆進的な不公平な税制と言えます。

そもそも所得の低い人ほど負担が重くなる消費税は、所得の再分配を行う

社会保障の財源にはふさわしくありません。

日本生協連2008年「消費税しらべ」速報より

消費税増税で

貧富の格差拡
大

負担する消費税は５万円、
収入の５％の消費税を払う
ことになります。

年収100万円の
Ａさんの場合

消費する額が２千万円の場
合、消費税は約100万円、
収入の１％にすぎません。

年収１億円の
Ｂさんの場合

消費税増税で

貧富の格差拡
大33

●消費税が所得階層別の収入に占める割合（調査世帯全体）●

0

1

2

3

4

3.39

400万円未満

2.80

400～500万円台

2.40

600～700万円台

2.20

800～900万円台

2.21

1000万円以上

（％）

消費税（収入に占める割合）

（出所）免税点引き下げ等による増収は財務省資料。
輸出戻し税は元関東学院大学教授・湖東京至氏試算（2008年10月）。

●輸出大企業には戻し税●
輸出大企業上位10社だけで、改悪消費税（免税点の引き下げなど）の影響をうけた中小
業者約200万人分（新規課税150万人超＋本則課税移行40万人）の増税分6,300億円を大
幅に上回る額の還付金を受けている。

10社合計 11,450

2007年分輸出大企業10社の消費税差引還付金額（億円）

①トヨタ自動車㈱ 3,219

②ソニー㈱ 1,587

③本田技研工業㈱ 1,200

④日産自動車㈱ 1,035

⑤キヤノン㈱ 990

⑥マツダ㈱ 803

⑦松下電器産業㈱ 735

⑧㈱東芝 706

⑨三菱自動車工業㈱ 657

⑩スズキ㈱ 518
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「日本の消費税５％は、世界的にみれば低い」などとよく言われます。しかし、

税収入に占める消費税収の割合をみると、下表のように大差がありません。

また、先に紹介したように「幅広い品目」に課税されているのに対し、諸

外国では、①幅広い非課税項目があること、②食料品や医薬品など日常生活

品は、ゼロ税率や軽減税率をとっているためです。

消費税は公平？
ヨーロッパと

の比較ヨーロッパと
の比較

●ヨーロッパ諸国の付加価値税の税率●

●欧州並みの税収割合●

国　　名

ド イ ツ

フ ラ ン ス

イ タ リ ア

イ ギ リ ス

スウェーデン

標準税率

19％

19.6

20

17.5
↓
15.0

（08.12月から）

25

低税率

7％

5.5

10

5

6、12

超低税率

2.1

4

0

ゼロ税率

輸出のみ

輸出のみ

輸出のみ

輸出のほか右
のような多品
目に適用

輸出のほか若
干のもの

軽減税率
特 記 事 項

「Intetnational VAT Monitor」2008年１月号により元関東学院大学教授・湖東京至氏作成

※スウェーデンは、OECD「歳入統計2007年版」より。その他は「財政金融統計月報」（2008.4 財務省財務総合政策研究所編）より

44

1998.4.1よりそれまでの15％を16％に引き上げている。7％の軽
減税率は基礎的食品、書籍、新聞などに適用。2007年１月より
19％に引き上げ。

2.1％の超低税率は医薬品、新聞、140日以内の音楽、演劇公演
などに適用。

1988年よりそれまでの19％を20％に引き上げ。４％税率は一定
の飲食料品、定期刊行物、一定の医療などに適用。

ゼロ税率は一定の食料品、上下水道、書籍、盲人のための用具、
住宅建設、旅客運輸、金、紙幣、医薬品、障害者介護、一定の
慈善事業、子供服などに適用。

ゼロ税率は人道的機関、血液、ミルク、保健・金融サービス、
スポーツや教会の定期刊行物などに適用。

税収入に占める消費税収入の割合標準税率

日　　本

イギリス

ド イ ツ

フランス

イタリア

スウェーデン

19.4％

21.4％

34.1％

48.9％

29.1％

18.5％

5.0％

17.5％

19.0％

19.6％

20.0％

25.0％
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もし目的税になったら

05年度に社会保障費に充てられた税と保険料の総額87兆円で、このうち

税は31兆円です。この額を消費税で賄うとすると、税率を12％以上にする

必要があります。もし社会保障費全体を消費税で賄うとすると、34％以上と

なります。消費税の増税か、社会保障の大幅削減かの究極の選択を迫られる

ことになります。

また、大企業の負担軽減をさらにすすめる目的もあります。「福祉目的税」

や「社会保障税」にすれば、年金、健康保険、介護などの企業負担がなくな

るからです。

●社会保障費全体を消費税で賄うなら、税率は34％以上！●

社会保険料
事業主負担
27兆円

社会保険料
個人負担
29兆円

税
31兆円

87兆円

消費税 12％

消費税 34％

55

国立社会保障・人口問題研究所HP 平成18年度社会保障給付費などより作成
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消費税の社会保障の目的税化 世界に例がない

ヨーロッパは社会保障が充実しているといわれるのは、「中福祉・中負担」

の背景には付加価値税が高いからというイメージがあります。しかし、ヨー

ロッパでは、付加価値税は基本的に一般財源で、社会保障目的税にはなって

いません。

実際のところは、消費税を社会保障目的税にしようという考えは、日本の

政府・財界の「発明」であり、ヨーロッパの付加価値税とは縁もゆかりもあ

りません。むしろ、欧州で社会保障が充実しているのは、消費税率（付加価

値税）が高いからではなく、所得税、法人税、事業主の保険料負担などで社

会保障をまかなっているからです。

●「社会保障負担を付加価値税と結びつけようという考え方は、日本以外ない」
（神野直彦東京大学大学院教授・政府税制調査会委員）

●「付加価値税は、どの国においても基幹的な財源であり、通常、一般財源とさ
れている」 （「諸外国の付加価値税 2008年版」国立国会図書館発行）

●「課税ベースや社会保険料負担も考慮した企業負担については、モデル企業を
ベースとした試算において、我が国の企業負担は現状では国際的に見て必ず
しも高い水準にはないという結果も得た」

（平成19年11月　政府税制調査会答申より）

66

（注）法人所得税、社会保険料事業主負担を名目GDPで割った数値
（注）日本の企業の公的負担は約40兆円。負担割合は名目GDPを500兆円と仮定して計算

●日本は企業の公的負担が低い●
欧米並み水準への引き上げで財源は数十兆円になる

企業の公的負担を各国並みに引き上げると生じる財源規模

33.0兆円

スウェーデン並みで

29.5兆円

フランス並みで

2.0兆円

ドイツ並みで

企 業 の
公 的 負 担
（ G D P 比）

スウェーデン（2004年）

フランス（2004年）

ド　イ　ツ（2004年）

日　　　本（2004年）

14.6％

13.9％

8.4％

8.0％
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今、必要な経済対策は、外需から内需へ経済の軸足を移し、雇用環境の改

善、社会保障の充実で家計をあたためることです。その意味でも、社会保障

予算の増額などの措置をただちに行うとともに、消費税増税ではなく、消費

税を減税することです。

ただちに消費税減税を77

イギリスの場合

●ＥＵは、昨年11月に付加価値税や労働者の所得税減税を勧告する「欧州経済回復計画」を
発表し、理事会で了承されています。5月には飲食（レストラン）、介護サービスなどの付
加価値税率の引き下げを加盟国の裁量とする指令を採択しました。

ＥＵの場合

日本の場合

イギリスの金融・経済対策

麻生・自民公明内閣経済対策

日本の消費税は生活必需品と高額な生活商品などは、ほとんど同率（ 4頁参照）。

●2009年度補正予算に盛り込まれた雇用や医療、子育てなど国民向け対策は一時的、一回
きりのばらまきです。
●一方で、社会保障の自然増を毎年2200億円も削減する抑制路線をやめるつもりはないと
再三表明。
●証券優遇税制の延長や海外子会社からの受取配当の非課税化、新エネ、省エネ投資の即
時全額償却など、大企業、大資産家への大減税。
●「2011年には消費税を増税する」税制改革「中期プログラム」を閣議決定。

イギリスの消費税は生活必需品には非課税かゼロ税率を適用（12頁参照）。

低所得者に減税し、高額所得者に増税し財源を確保。
●標準税率を2008年12月から2009年末までに2.5％引き下げて15％に。その結果、小売業
の総売上高が、12月から2月にかけて前年同月比で2.6～3.2％増となっています。
さらに、
●低所得者2200万人へ減税強化。
●年収2200万円超の高額所得者の所得税率を40％から45％へ引き上げ。
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医療機関と消費税医療機関と消費税税金の取り方、使い方次第で
消費税増税なしで財源は確保できます

全国保険医団体連合会は、民主的な税制の確立のため、消費税の増税中止をはじめ、

課税最低限を大幅に引き上げ、生活費への非課税、応能負担原則にもとづく大企業・

大資産家への課税強化、法人税の恒久減税の廃止などを要望しています。

大企業や大資産家にも応分の負担を！

税金を国民本位に使えば…

●公共事業の規模の国際比較●

※一般政府総固定資本形成のうち、「経済業務」「環境保護」「住
宅・地域アメニティ」の3分野の対GDP比（2002年度データ）

       

日　　本 3.7％

ド イ ツ 0.9％

イギリス 0.4％

フランス 1.3％

イタリア 0.5％

税金の取り方、使い方次第で
消費税増税なしで財源は確保できます

学校や病院などの建設を除いた公共事業の規模は、フランスの3倍、イギリスの9倍です。
フランス並にすれば12兆円の財源を確保できます。内容、規模の転換で財源は生み出せます。

法人税の税率を消費税導入時（1989年）に戻せば 4.4兆円

所得税の税率を1988年に戻せば１兆円

大企業への優遇措置（試験研究費控除、受取配当金益金不算入）などを正し、
株式の配当や譲渡益を総合課税に戻せば 8兆円以上

在日駐留米軍への思いやり予算 2083億円

このほか、政治と金の不透明な関係、高級官僚の天下り先への補助金、省庁汚職による経費の
水増し、道路特定財源などを徹底的に見直せば、財源の確保は可能です。

●「思いやり予算」などの推移●

（注）政府の予算書から作成。07年度までは補正後、08年度は当初
予算「思いやり予算」には、施設整備費、労務費、水光熱費、
訓練移転費が含まれる。
「SACO」は、「沖縄に関する特別行動委員会」（SACO）関係事
業の経費

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

1978 1983 1988 1993 1988 2003 (年)

(億円)

0

米軍再編
SACO
思いやり予算

累計で5兆7,500億円
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